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※要約筆記が必要な方は、１月 30日（金）までに申し込んでください。       

 

 

 

「手話の文法構造について」 

講師：中西久美子（滋賀県立聴覚障害者センター所長） 

手話の文法構造を学ぶことは、手話学習の入門において非常に重要です。 

単語や表現を覚えるだけでなく、文法を理解することで、より自然で正確なコ

ミュニケーションが可能になります。手話は、話し言葉とは異なる独自の文法

体系（語順、空間表現、非手指要素など）を持っています。文法を学ぶことで、

多様な状況に応じた適切な表現方法を身につけ、相手の意図を正確に理解でき

るように皆さんと一緒に学び合いましょう。 

申込・問い合わせ先： 滋賀県立聴覚障害者センター 手話講習事業担当 中西久・橋口 

参 加 申 込 書（ＦＡＸ 077-565-6101） 

       お名前            ＦＡＸ                             

         手話学習会（2/14）に参加します。 

       

     （   ）要約筆記が必要な人は○をつけてください。             

申込締切は、２月６日（金）まで。 

  

 

活動：一般財団法人全日本ろうあ連盟理事 

仕事：滋賀県立聴覚障害者センター所長 

日時：2026 年２月 14 日（土） 
   13 時 30 分～15 時 30 分 

（受付：13 時 15 分～） 
 

場所：滋賀県立聴覚障害者センター 研修室 

      （JR 草津駅下車徒歩 10 分） 
 

対象者：県内に在住の聴覚障害者 

        法人登録手話講師 
 

参加費：無料 

聴覚障害者のための手話学習会 


